
地
方

分
権

改
革

有
識

者
会

議
提

案
募

集
検

当
専

門
部

会
２

次
ヒ

ア
リ

ン
グ

ご
説

明
資

料

（
高

圧
ガ

ス
保

安
法

等
に

お
け

る
申

請
等

の
手

続
き

の
適

正
化

）

平
成

２
７

年
１

０
月

７
日

経
済

産
業

省
商

務
流

通
保

安
グ

ル
ー

プ
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L
P
ガ

ス
新

型
バ

ル
ク

ロ
ー

リ
に

係
る

高
圧

ガ
ス

保
安

法
上

の
許

可
を

受
け

る
義

務
の

廃
止

1

3



Ｌ
Ｐ
ガ
ス
新
型
バ
ル
ク
ロ
ー
リ
ー
に
係
る

液
化
石
油
ガ
ス
法
と
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
規
制

新
型

バ
ル

ク
ロ

ー
リ

ー

新
型

バ
ル

ク
ロ

ー
リ

ー
・

民
生

用
に

利
用

さ
れ

る
・

一
般

住
宅

街
で

も
安

全
に

充
て

ん
・

安
全

装
置

の
設

計
、

付
加

一
般

消
費

者
等

（
ア

パ
ー

ト
、

飲
食

店
等

）
の

バ
ル

ク
貯

槽
へ

充
て

ん

高
圧

法
の

移
動

式
製

造
設

備
と

し
て

、
製

造
施

設
等

許
可

申
請

を
と

る
こ

と
で

、
工

業
用

に
も

使
用

可

工
場

の
バ

ル
ク

容
器

等
へ

充
て

ん

高
圧

ガ
ス

法

移
動

式
製

造
設

備
の

許
可

技
術

上
の

基
準

の
遵

守

保
安

検
査

の
受

験

許
可
対
象

行
為
が
広
い

・
容
器
置
場
に

係
る
規

制
等

あ
り

自
治

体
及

び
事

業
者

の
法

令
遵

守
に
係

る
意

識
の

低
下

や
手

続
き
忘

れ
等

の
懸

念

販
売

事
業

と
充

て
ん
事

業
が

一
体

と
な
っ
て
保

安
確

保

液
化

石
油

ガ
ス
法

で
は

、
充

て
ん
作

業
に
お
け
る
基

準
が

多
い
こ
と
や

業
務

主
任

者
の

監
督

を
義

務
付

け
て
い
る

充
て

ん
設

備
の

許
可

技
術

上
の

基
準

の
遵

守

保
安

検
査

の
受

検

充
て

ん
作

業
の

技
術

上
の

基
準

遵
守

業
務

主
任

者
に

よ
る

監
督

許
可

後
に
生

じ
る
保

安
義

務

L
P
ガ
ス
販

売
事

業
者

に
選

任
義

務

液
化

石
油

ガ
ス

法

２
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高
圧

ガ
ス

保
安

法
に

お
け

る
コ

ー
ル

ド
エ

バ
ポ

レ
ー

タ
に

係
る

第
二

種
貯

蔵
所

届
出

義
務

の
廃

止

３
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第
二

種
製

造
者

に
当

た
る

Ｃ
Ｅ

設
置

者
に

関
し

、
貯

蔵
所

の
届

出
を

不
要

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て

帳
簿

○
製

造
の

目
的

（
高

圧
ガ

ス
の

種
類

）

○
製

造
施

設
の

位
置

・
構

造
・

設
備

（
事

業
所

平
面

図
、

製
造

工
程

概
要

配
置

図
、

フ
ロ

ー
図

、
機

器
一

覧
）

○
処

理
能

力
等

○
貯

蔵
の

目
的

（
高

圧
ガ

ス
の

種
類

）

○
貯

蔵
施

設
の

位
置

・
構

造
・

設
備

（
事

業
所

平
面

図
、

配
置

図
、

フ
ロ

ー
図

、
機

器
一

覧
）

○
貯

蔵
能

力
等

第
二

種
製

造
届

第
二

種
貯

蔵
届

○
容

器
に

充
塡

し
た

際
・

充
塡

容
器

の
記

号
及

び
番

号
・

高
圧

ガ
ス

の
種

類
及

び
充

塡
圧

力
・

充
塡

年
月

日
○

製
造

施
設

の
異

常
時

の
年

月
日

・
措

置
内

容

○
容

器
に

よ
り

授
受

し
た

際
・

充
塡

容
器

の
記

号
及

び
番

号
・

高
圧

ガ
ス

の
種

類
及

び
充

塡
圧

力
・

授
受

先
・

授
受

年
月

日
○

貯
蔵

所
の

異
常

時
の

年
月

日
・

措
置

内
容帳

簿

○
Ｃ

Ｅ
単

体
に

関
す

る
貯

蔵
の

届
出

自
体

を
不

要
と

し
、

製
造

者
に

帳
簿

の
管

理
を

義
務

付
け

る
と

の
提

案
に

つ
い

て
一

部
の

自
治

体
か

ら
の

意
見

は
次

の
と

お
り

。

・
Ｃ

Ｅ
と

あ
わ

せ
て

、
他

の
貯

蔵
設

備
を

有
す

る
場

合
に

は
、

貯
蔵

所
と

し
て

の
届

出
の

必
要

性
は

変
わ

ら
な

い
。

・
行

政
と

し
て

は
、

貯
蔵

所
と

し
て

貯
蔵

リ
ス

ク
の

把
握

が
必

要
で

あ
る

。

・
添

付
書

類
の

簡
略

化
に

は
意

味
が

あ
る

も
の

の
、

届
出

自
体

を
省

略
す

る
に

は
慎

重
に

検
討

す
る

こ
と

が
必

要
。

○
高

圧
法

で
は

、
高

圧
ガ

ス
の

製
造

・
貯

蔵
そ

れ
ぞ

れ
に

手
続

き
が

必
要

。

○
一

部
の

Ｃ
Ｅ

で
は

同
一

の
情

報
を

製
造

者
及

び
貯

蔵
所

と
し

て
そ

れ
ぞ

れ
届

け
出

て
い

る
。

○
第

二
種

製
造

者
に

帳
簿

の
義

務
を

課
す

と
、

貯
蔵

設
備

の
有

し
て

な
い

製
造

者
も

一
律

対
象

と
な

り
、

規
制

強
化

。

○
提

案
の

Ｃ
Ｅ

（
処

理
能

力
3
0
～

1
0
0
㎥

未
満

、
貯

蔵
量

3
0
0
～

1
0
0
0
㎥

未
満

）
を

単
独

で
有

す
る

事
業

者
は

、
第

二
種

製
造

者
全

体
数

か
ら

み
る

と
少

な
い

（
あ

る
県

の
同

デ
ー

タ
に

よ
れ

ば
、

約
3
.7

％
）

。

○
貯

蔵
量

が
多

い
た

め
、

貯
蔵

の
帳

簿
の

管
理

が
必

要
。

貯
蔵

の
届

出
を

不
要

と
す

る
と

、
貯

蔵
所

の
適

切
な

管
理

に
支

障
が

生
じ

る
恐

れ
が

あ
る

。

４
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